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令和元年第８回上里町教育委員会定例会 議事日程

日 時 令和元年 8月 28 日（水）午後 1時 30 分

場 所 上里町役場 ３階 教育委員会室

１ 開 会

２ 前回会議録の承認

３ 議 事

（１） 議案第 25 号 平成 31 年度上里町教育予算（9月補正）について

（２） 議案第 26 号 会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整理等に関する

条例について

（３） 議案第 2７号 上里町要保護及び準要保護児童生徒就学援助実施要綱の一部

を改正する要綱について

（４） 議案第 28 号 平成 31 年度要保護及び準要保護児童・生徒の認定について

（５） そ の 他

・上里町教育委員会の事務の管理及び執行に関する点検及び評価報告について

４ 教育長報告

５ その他の事項

次回の教育委員会日程について 日 時 令和 年 月 日（ ）時 分

場 所

６ 閉 会

【 休 憩 】

〇 教育委員会報告・連絡会議



令和元年第８回上里町教育委員会会議録

招集月日

会議日程

招集者及び宣告者

令和元年８月２８日（水）

開 会 午後１時３０分

教育長 下山 彰夫 議 長

閉 会

教育長 下山 彰夫

招集場所 上里町役場 ３階 教育委員会室

午後２時２０分
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＜挨拶・開会宣言＞

前回会議録の確認をお願い致します。ご不明点等ございましたらご発

言願います。

11 ページ上段、教育長の発言文中の漢字の訂正をお願いします。

事務局は会議終了後議事録を訂正し、再配布をお願いします。今回の

会議録署名委員は、阿久戸委員にお願い致します。

それでは本日の議事に入りたいと思いますが、本日の議事は議案が 4

件、その他で点検評価報告が 1件であります。

なお、議案第 25 号平成 31 年度上里町教育予算 9月補正、議案第 26

号会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整理等に関する条例

及び、議案第 28 号平成 31 年度要保護及び準要保護児童生徒の認定につ

いては、会議の内容を非公開とさせて頂きます。

では、議案第 25 号平成 31 年度上里町教育予算 9月補正について、を

議題といたします。事務局説明願います。

始めにお願い申し上げます。本案と次の議案第 26 号会計年度任用職

員制度の導入に伴う関係条例の整理等に関する条例は、上里町 9月議会
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定例会へ上程を予定している案件でありますので、議会において議決

されるまでの間は、口外されませんようお願い申し上げます。

それでは、議案第 25 号平成 31年度上里町教育予算 9月補正につい

て、説明申し上げます。

提案理由でございますが、令和元年第 4回上里町議会定例会へ教育

予算 9月補正を提出したいため、本案を提出するものであります。

概要及び内容について、ご説明申し上げます。

始めに、概要でございますが、令和元年度上里町教育予算 9月補正

を策定したいので、上里町教育委員会教育長に対する事務委任規則に

基づき、教育委員会の意見を求めるものであります。

以上、議案第 25 号の提案説明とさせていただきます。慎重ご審議の

上、ご承認賜ります様、お願い申し上げます。

続きまして、担当課長よりお手元の資料により詳細説明をさせてい

ただきます。

＜内容説明及び各所管課長による詳細説明・質疑応答は非公開＞

議案第 25号については、事務局より説明がありました内容で、上里

町 9月議会定例会へ上程したいと思いますが、ご異議ございませんか。

＜異議なし＞

議案第 25号は提案のとおりご同意を頂きましたので、この内容で、

9月議会定例会に上程をさせていただきます。

次に議案第 26 号会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整

理等に関する条例について、を議題とします。事務局説明願います。

ご提案申し上げました、議案第 26号会計年度任用職員制度の導入に

伴う関係条例の整理等に関する条例について、説明申し上げます。

提案理由でございますが、地方公務員法及び地方自治法の一部を改

正する法律の施行に伴う会計年度任用職員制度に関し、必要な事項を

定めるため所要の改正をしたいので、本案を提出するものです。

概要及び内容について、説明いたします。

始めに概要でございますが、会計年度任用職員制度の導入に伴う関

係条例の整理等に関する条例を作成したいので、上里町教育委員会
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教育長に対する事務委任規則に基づき、教育委員会の意見を求めるも

のであります。

＜内容説明・質疑応答は非公開＞

議案第 26号については、事務局より説明がありました内容で、上里

町 9月議会定例会へ上程したいと思いますが、ご異議ございませんか。

＜異議なし＞

議案第 26号は提案のとおりご同意を頂きましたので、この内容で、

9月議会定例会に上程をさせていただきます。

次に議案第 27 号上里町要保護及び準要保護児童生徒就学援助実施

要綱の一部を改正する要綱について、を議題とします。事務局説明願

います。

ご提案申し上げました、議案第 27 号上里町要保護及び準要保護児童

生徒就学援助実施要綱の一部を改正する要綱について、説明申し上げ

ます。

提案理由でございますが、学齢簿及び就学援助システムの導入に伴

い、効率的な運用を図るため、所要の改正を行いたく、本案を提出す

るものです。

概要及び内容について、説明いたします。始めに概要でございます

が、就学援助の申請にあたり必要としております、学校長及び民生児

童委員の所見の添付を申請要件から除くものです。次に一括認定の実

施時期を 6月とし、認定期間を 7月から翌年 6月までの間と改正する

ものです。また、これらの改正に併せ、文言の整理、項目の追加等を

行うものです。

次に内容ですが、申請の際に添付を求めておりました、学校長及び

民生児童委員の所見を、関係者の負担軽減並びに申請を容易にするた

め、必要に応じて意見を求めることが出来るように改正するものです。

また、認定作業においては、毎年 3月に一斉認定を行い、認定期間

を 4月から翌年 3月までとしておりましたが、前年分の所得が確定す

る 6月に一斉で認定作業を行う事により、システムでの判定が可能と

なるものです。なお、一斉認定月の改正に伴い、認定期間を 7月から
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翌年 6月までとし、中学校第 3学年の生徒については、特例として翌

年 3月までとするものです。また、改正に併せ、認定取消要件及び申

請様式並びに文言の一部改正を行います。附則では、施行期日を定め、

公示の日から施行するとし、既に認定されている者の対象期間につい

ては、第 7条を適用する事としています。

以上、上里町要保護及び準要保護児童生徒就学援助実施要綱の一部

を改正する要綱についての提案及び内容説明とさせていただきます。

慎重ご審議の上、ご議決賜ります様お願い申し上げます。

只今、議案第 27 号について提案説明がありました。内容は、今まで

は、就学援助の申請に際し、学校長と民生児童委員の所見が必要であ

りましたが、これを省略する事とし、申請者が申請しやすくし、援助

を受けやすくする、と言うのが一点。それからシステムを導入した成

果として認定手続きを 6月に一括して行う事としたものです。現在は、

3月と 6月の 2 回、大口の認定手続きを行っていますが、これを 1回

にするために要綱の改正が必要となったものです。この件に関しまし

て、ご意見ご質問等ございましたらご発言願います。

＜特になし＞

では、議案第 27 号は提案のとおり決したいと思いますが、よろしい

でしょうか。

＜異議なし＞

議案第 27号は事務局提案のとおり決しましたので、手続きをお願い

します。続いて議案第 28 号平成 31 年度要保護及び準要保護児童生徒

の認定について、を議題とします。事務局説明願います。

ご提案申し上げました、議案第 28 号平成 31 年度要保護及び準要保

護児童生徒の認定について、説明申し上げます。

提案理由でございますが、要保護及び準要保護児童生徒を認定し、

学校運営の円滑化を図るため、本案を提出するものであります。

概要及び内容について説明いたします。
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始めに概要でございますが、令和元年7月16日から8月15日までに申

請のありました新規申請について、上里町要保護及び準要保護児童生

徒就学援助実施要綱第5条に基づき認定を行いたいものであります。

続きまして、認定内容でございます。認定区分が準要保護の新規2

件2名であります。資料1ページは児童扶養手当の受給を理由とした準

要保護の新規申請1件です。2ページは職業不安定を理由とした準要保

護の新規申請1で、こちらの申請者につきましては、算定表のとおり所

得基準が算定基準以下となっておりますので、認定となるものです。

以上、議案第28号の提案説明とさせていただきます。慎重ご審議の

上、ご議決賜ります様、お願い申し上げます。

＜申請者の詳細説明内容・質疑応答の内容は非公開＞

議案第 28 号につきましては、事務局提案のとおり、準要保護児童生

徒と認定する事でよろしいでしょうか。

＜異議なし＞

議案第28号は提案のとおり決しましたので、事務局は、手続きをお

願いします。

次にその他、上里町教育委員会の事務の管理及び執行に関する点検

及び評価報告について、事務局報告をお願いします。

教育委員会の事務の管理及び執行に関する点検及び評価報告書につ

いて、ご説明申し上げます。

お手元に平成30年度の上里町教育委員会の事務の管理及び執行に関

する点検及び評価報告書を配布させていただきました。この報告書に

つきましては、最終ページにございますように、今回の事務の点検及

び評価に当たっては、その客観性を確保する観点から、今月22日に学

識経験者2名の方からご意見をいただき、最終的にまとめたものでござ

います。内容は、平成30年度に5つの基本目標に沿って実施した教育に

関する事業について、主な取組とそれに対する評価についてまとめま

した。ご確認いただければと思います。

なお、基本目標は平成30年度上里町教育行政重点施策において策定

しているもので、1ページ下段に掲載しておりますので、読み上げます。
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1確かな学力と自立する力の育成。2豊かな心と健やかな体の育成。

3質の高い学校教育を推進するための環境の充実。4家庭・地域の教育

力の向上。5生涯にわたる学びの支援とスポーツの推進。の5つでござ

います。

今後につきましては、評価を基に課題解決へ向け方策を立て、学校・

家庭・地域の連携と協力を推進する中で、次世代を担う子供たちを育

むとともに、全ての町民の生涯にわたる学びの支援に取り組んで参り

たいと考えております。以上、簡単ではございますが説明とさせて頂

きます。

只今報告がありましたのは、本年3月31日までに教育委員会が取り組

みました事業について、内容を確認・点検し、評価をしたものであり

ます。細かく評価結果を説明しますと膨大な時間を要す事となります

ので、概略を説明させて頂きました。このため、報告書につきまして

は、後程お目通しをして頂いて、ご質問・ご不明点等ございましたら、

指導室までお問い合わせ頂くか、次回の教育委員会時にお申し出て頂

ければと思います。

また、この点検評価報告は9月の議会全員協議会において議員の皆様

にも報告させて頂きます。

なお、令和元年度は基本目標が10になりました。これは埼玉県の基

本目標が10になった事に伴い、増えたものです。

この件に関しましては、以上となります。その他委員の皆様からご

意見等ございましたら、お願いいたします。

先程の要綱改正について、校長先生と民生委員の所見が不要となり、

申請がしやすくなったという事ですが、この事によって、就学支援制

度の存在・情報について、保護者の知る機会が減ったりはしませんか。

例えば、民生委員からの声掛けで申請したような方はいないのですか。

支援制度の情報提供は大半が学校からで、入学前説明会など、機会

を見て保護者には情報提供をしています。また、学級費や給食費の入

金遅れや未納が続くような、気に掛かる保護者にも学校から情報を提

供しています。

では、知る機会が減るという事はないのですね。
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そのようなご心配は無いと思います。新入生の保護者に対しては、

入学説明会の機会に、在校生の保護者については、4月に案内文を配布

して情報提供を行っています。

また、所見を無くすという事は、所見をもらいに民生委員の所に出

向くと言った事が無くなる訳ですので、申請者にとっても負担が減る

と思います。

ただ、民生委員さんが自分の受け持つ地域の中にその様な制度を利

用している世帯を把握しておく必要もあると思いますので、年に1度学

校と民生委員さんとの意見交換の場がありますので、その場でお知ら

せしようと思っています。そして民生委員さんが地域の中で、その子

たちを気に掛けて頂き、アドバイスなどして頂けたらと思っています。

その他にご意見等ありますか。

＜特になし＞

特に無いようですので、次に教育長報告をいたします。

7月26日に本庄文化会館で、人権教育実践報告会がありました。その

実行委員会が8月21日にあり、阿久戸委員にも出席して頂きました。

明るい街づくり意見発表会が7月30日役場4階大会議室で行われまし

た。町内の小学5・6年生が、今年は、自分の学校区域の自慢できる所、

と言ったテーマで意見発表を行いました。8月3日に防災フェスティバ

ルがイオンで行われました。昨年もイオンで開催予定でしたが、雨で

中止となったため、今年が堤調節池からイオンに場所を移しての初め

ての開催でした。大変暑い日でしたが、はしご車や起震車、煙体験に

親子連れが多数来場していた様でした。給食センターが給食費の改定

に向けたアンケートを実施しようという事になっています。この件は

先月の教育委員会で所長が皆様に提案した内容のとおりで、9月20日過

ぎに実施する予定です。私からの報告は以上です。

次にその他の事項で次回の定例教育委員会の日程をお諮りいたしま

す。次回は、9月 25 日午後 1 時 30 分からお願いしたと思いますが、

委員の皆様のご都合はいかがでしょうか。

＜了解＞
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では、次回の定例教育委員会は、9月25日水曜日、午後1時30分より、

役場3階教育委員会室で行います。

本日の議事につきましては全て終了しました。

以上で、8月の定例教育委員会を閉会とさせていただきます。

皆様、ご苦労様でした。

会議録署名人（教育長）

会議録署名人（委員）

会議録調製者（学校教育課長） 高橋 淳


